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要　旨

　2006 年 12 月に貸金業法が改正された。法改正の過程は感情論が先行する一方で、実証デー
タに基づく科学的検証が封殺されるという、あまりにも拙速なものであった。中でも新たに導
入された総量規制の実効性は当時から疑問視されてきた。事実、三國谷勝範・金融庁総務企画
局長（当時）は総量規制の根拠について借り手の統計的なデータを取らずに、その基準を明確
にしないまま導入を決定した旨を国会で答弁した。貸金業法の完全施行直後から、科学的根拠
がなく導入された総量規制による金融収縮を懸念する報道姿勢が徐々に強まり、金融庁は消費
者金融の代替手段として消費者ローンを積極的に手掛けた金融機関に表彰状を授与するなど金
融機関による銀行カードローン普及を顕彰制度等で促した。
　しかしながら金融機関は個人信用情報に関わる前近代的なインフラしか有しないため、銀行
カードローンの与信精度が貸金業よりも劣っている点は当時から広く知られていた。金融機関
は銀行カードローンの保証を総量規制で貸し出しに大きな制約を強いられた貸金業者へ主に委
託し、同時に審査も貸金業者に依存する格好で、その残高を増やした。皮肉にも、こうした金
融庁による政策はその後の第二次安倍政権で実施される大規模金融緩和の長期化により金融機
関の預貸率が低下していく局面で、必要以上の資金が銀行カードローン市場に流入する事態を
招いた。
　銀行カードローンにおいて特に問題視されるのが、金融機関による前近代的な貸付情報の管
理システムが挙げられる。貸金業者による貸付情報の更新頻度は日次に対して、金融機関によ
る貸付情報の更新頻度は月次であり、その情報の一部は貸金業者に共有されない。
　結果として今日、銀行カードローンの利用者による返済困難者の急増が報道されている。こ
うした事態を招いた理由の一つとして金融機関側の前近代的な情報管理システムの下で銀行
カードローンが急成長した点が挙げられる。
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１ はじめに

2006 年 12 月に改正された貸金業法のポイントは
大きく 3つ。①刑事上の上限金利を実質的に 29.2％

から 15 ～ 20％に引き下げる。②審査時に源泉徴収
票等の提出を義務付け、個人年収の 1/3 を超える貸
し付けを原則禁止する（総量規制）。③政府の指定
した信用情報機関が利用者の貸金業者からの債務状
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況を一元管理する。そして貸金業法は公布日より 4
段階に渡り施行され、2010 年 6 月で完全施行に至っ
た。また貸金業法は公布される際に附則が付けられ、
施行にあたり 2年 6か月以内に必要な検討を行うと
いう見直し規定も制定されていた。ただしこの見直
し規定は法律の施行後に実態を勘案して見直すもの
ではなく、法律の完全施行前に「法律が円滑に実施
するために講ずべき施策の有無を検討する」という
規定である。完全施行前の見直し規定が盛り込まれ
た法律は日本の憲政史上で唯一であり、貸金業法は
その影響を十分に予測できていない状況下で改正し
た当時の事情を窺わせる。貸金業法の議論は一貫し
て貸金業界を否定する空気の下で進展し、世論から
の批判が長引くことを恐れた自民党が議論の終結を
急がせた背景を物語る。
貸金業法の立法過程を振り返ると、そもそも焦

点となっていた多重債務者 の定義が示されていな
いなど様々な問題点が当時から指摘されていた。特
に総量規制に関しては算定根拠があまりにも曖昧で
あったため、その実効性は当初から疑問視されてい
た。金融庁は法案を上程する前、総量規制を説明す
る資料を 2006 年秋に開催された自民党部会で初め
て示し、後に総量規制は部会で了承された。しかし
ながら、この資料で示された試算において、借り手
の返済力を世帯年収に基づき算定した上で総量規制
は個人年収で規定していたことが後に明らかになっ
た（堂下 2012b）。事実、貸金業法が国会で上程さ
れた後、三國谷勝範・金融庁総務企画局長（当時）
は野党である民主党議員からの質問に対して総量規
制の根拠について借り手の統計的なデータを取らず
に、基準を明確にしないまま導入を決定した旨を答
弁した 。
このため貸金業法が改正され、完全施行に向けて

金融庁が作業を進めていた 2008 年 6 月から、金融
庁とは別に、内閣府規制改革会議は貸金業法の影響
について精力的に調査 を開始した。しかし 2009 年
7 月の政権交代で規制改革会議は完全に停止してし
まった。また新たに発足した民主党政権下で金融庁
は 2010 年 6 月の完全施行に向けて準備を進める一
方で、「施行前の見直し規定」に基づく意見聴取の
場を設けた。13 回目の意見聴取では初めて貸金業

者の利用者からヒアリングを行い、資金需要者から
過度な規制を心配する意見 が多く出された。しか
しながら貸金業法は規定通り 2010 年 6 月 18 日に完
全施行された。そして総量規制は実質的に 2010 年
10 月から導入された。
当時、科学的根拠がなく導入された総量規制によ

る金融収縮を懸念する報道がマスコミに流されるよ
うになった 。こうした中、金融庁は消費者金融の
代替手段として貸金業法の完全施行直後から消費者
ローンを積極的に手掛けた金融機関に表彰状を授与 

するなど金融機関による銀行カードローン普及を顕
彰制度等で促してきた。
そもそも政府が金融機関の債権を総量規制から

除外した理由は国会上程時に三國谷局長（当時）を
含む金融庁参考人を含めて誰一人からも述べられて
いない。ただし法改正後、金融庁で貸金業法の立法
を進めてきた大森信用制度参事官（当時）が執筆し
た「逐条解説 貸金業法」が出版され、その中で「貸
付を行う者は原則として本法の適用を受けることと
なるが、以下の者が行う貸付については、行為者や
その態様から見て、本法で規制しなくても資金需要
者等の利益の保護に欠けることがないため、貸金業
から除外されている」（P52 ～ 53）として当該条項
において銀行が列挙され、総量規制から金融機関が
除外された理由としている。この解説による「本法
で規制しなくても」との記載が、「社会的説明責任
の大きい銀行はきちんと返済能力を審査し、貸金業
者のような過剰融資はしない」という内容だと推察
され、当該内容を根拠として金融機関が総量規制の
対象外となったと考えられる。
しかしながら金融機関は個人信用情報に関わる

前近代的なインフラしか有しないため、銀行カード
ローンの与信精度が貸金業よりも劣っている点は当
時から広く知られていた。皮肉にも、こうした金融
庁による消費者金融機能を金融機関に代替させる政
策はその後の第二次安倍政権で実施される大規模金
融緩和の長期化により金融機関の預貸率が低下して
いく局面で、必要以上の資金が銀行カードローン市
場に流入する事態を招く結果となった。
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２ 銀行カードローンの実情を巡る
分析

2.1　�銀行カードローンの市場拡大を促進した背景
分析

総量規制導入当時、急増した過払い金返還請求で
経営難に陥っていた貸金業者は消費者金融のノウハ
ウを金融機関に提供することで生き残る糧とせざる
を得なかった。一方金融機関は消費者ローンに関わ
るインフラとノウハウが不足していたため、消費者

から 1～ 3か月が一般的である。
貸金業者による保証業務スキームは預金を原資

とする金融機関からリスクを排除できるため、総量
規制の導入後、政府から銀行カードローンへの参入
を促された金融機関にとって本スキームは合理的で
あった。また総量規制の導入当時、資金需要のある
消費者にとっても貸金業者との契約時に求められる
総量規制に関する年収証明書の交付などの手続きが
銀行カードローンでは不要なため、貸金業者でなく
金融機関を選好する傾向は強まった。こうした資金
提供者や資金需要者による行動変化は総量規制導入
前から容易に予想できた。

ローンにおいて重要な信用情報機関を用いた審査業
務を保証会社（多くの場合は貸金業者）に委ねざる
を得なかった。こうした状況下で急速に発展したの
が銀行カードローンの保証業務スキームである（図
1）。本スキームにおいて融資と回収は金融機関によ
り実行され、もし借入者が一定期間返済を滞った場
合や、返済不能に陥った場合などは保証会社が保証
契約に基づき銀行に代位弁済（保証履行）をして、
以降の債権管理は保証会社が行う。代位弁済への移
行期間は保証契約により異なるが、支払遅延の発生

2.2　銀行カードローンに関する先行研究の分析
総量規制が市場に影響を及ぼし始めた 2011 年以

降、総量規制が銀行カードローン市場の拡大を促し
た可能性を示す研究が発表されるようになった。先
ず借り手側の実証研究として、樋口（2013）は大
手貸金業者 7社が保有する約 270 万人に上る借り手
データを集計し、総量規制導入前後での総量規制に
抵触した借り手と抵触しなかった借り手の延滞状況
を比較した。その結果、総量規制抵触者は総量規制
の導入時点で年収が低く、長い間貸金業者を利用し
ていたものの、その返済履歴は非抵触者より良好で
あった。しかし総量規制導入後、総量規制抵触者の

図 1　貸金業者による銀行カードローンの保証業務スキーム（基本概念図）

資料：消費者金融連絡会「TAPALS白書 2007」（2008 年 3 月）を基に著者作成。

図 1 貸金業者による銀行カードローンの保証業務スキーム（基本概念図）

資料：消費者金融連絡会「 TAPALS 白書 2007」（ 2008 年 3 月）を基に著者作成。
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機関の既存融資先の資金需要による低迷や、低金利
による利ざやの縮小を指摘した。さらに鶴田（2017）
は金融機関による銀行カードローンの貸出行動を定
量的に分析した上で、銀行カードローンが市場のモ
ラルハザードを引き起こしている可能性に言及した。
鶴田によると、保証がない金融機関のプロパー融資
であれば貸し出しを抑制する筈である高リスク利用
者に対して、金融機関は保証スキームを用いた銀行
カードローンで貸し出している可能性を示した。こ
うした傾向が強まる中で、鶴田は景気後退期におい
て代位弁済の拡大で貸金業者に多くの損失が転嫁さ
れる可能性があると危惧している。
このように銀行カードローン市場が拡大するこ

とで、メガバンクの残高が消費者金融大手専業を肉
薄する状況になっている。堂下（2017）の推計 に
よると、図 2に示される通り、貸金業法の完全施行
以降、メガバンクを中心に消費者向け銀行カード
ローンが残高を一貫して増やし、メガバンク 3行は
消費者金融大手専業 3社の残高を迫る勢いにある。

３ 銀行カードローンの借入者情報管
理を巡る課題

3.1　信用情報機関が保有する信用情報
資金需要者である消費者が市場から資金調達す

る手段は金融機関と貸金業者の 2 つに大別できる。
前者が銀行カードローンであり、その契約は銀行法

返済履歴は非抵触者よりも段々と悪化する傾向を強
めた。つまり、延滞履歴のない信用力の高い債務者
が総量規制に抵触したことで、資金繰りに支障をき
たし延滞を発生させるようになった。この傾向は銀
行カードローン市場が拡大する時期と一致すること
から、この時期に延滞を起こした、または起こす可
能性のある総量規制抵触者は総量規制の対象外と
なった銀行カードローンに向かった可能性も示唆さ
れる。
また伊藤（2015）は総量規制の導入前後 2年に渡

る借り手属性別の返済データを大手貸金業者 5社か
ら収集し、樋口と同様の傾向を確認した。さらに伊
藤（2017）は、総量規制抵触者のうち ｢個人事業主」、
｢パート・アルバイト」は総量規制導入後で延滞を
発生させたものの、総量規制抵触者のうち ｢公務員」、
｢正社員」は延滞を回避させた傾向を示す分析結果
を発表した。総量規制対象となった公務員等の階層
は銀行カードローンの新規審査が通りやすいことか
ら延滞を回避できたと論定した。すなわち、延滞履
歴のない信用力の高い総量規制抵触者の全てが借入
を消費者金融会社から金融機関に代替できたのでは
なく、あくまでも銀行カードローンの審査が通りや
すい公務員等の属性利用者に限られたことになる。
一方、貸し手側の実証研究として、鶴田（2016）

は金融機関が銀行カードローンの残高を増大させた
背景として、日経 NEEDSのデータ分析から、金融

図 2　消費者向け無担保ローン残高の業態別推移（推計値）

資料：堂下浩「貸金業制度 2006 年改正後の消費者ローンの課題と小口金融のあり方」（2017 年）
より著者作成。
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等の金融機関に関連する法律で規制される。その債
権は総量規制の対象外であり、本稿ではこれを「銀
行債権」と呼ぶ。一方で後者が消費者金融会社ロー
ンであり、その契約は貸金業法で管理される。その債
権は総量規制の対象となり、本稿ではこれを「貸金債
権」と呼ぶ。そして、銀行カードローンと消費者金融
会社ローンでは与信情報の管理形態が大きく異なる。
日本では貸金業法に基づく指定信用情報機関と

して、主に消費者金融専業会社が中心に設立した
㈱日本信用情報機構（JICC）と、割賦販売やクレ
ジットカードを営む会社が中心に設立した㈱シー・
アイ・シー（CIC）の 2つが存在する。また貸金業
法に基づき JICCと CICの間には総量規制を実施す
るための情報交流システムである FINEが存在して
いる。なお、これとは別に延滞や保証履行などの一
部の異動・参考情報は他機関との情報交流システム
である CRINを通して JICCや CICに加え、金融機

関の信用情報機関である全国銀行個人信用情報セン
ター（KSC）とも共有される。
消費者金融の与信に関係する個人情報の取り扱

いを「個人を特定する情報」、「取引に関する情報」、
「取引から発生する情報」、「与信時に使われる情報」
という分類で整理すると表 1の通り。氏名、生年月
日、住所といった「個人を特定する情報」、契約日、
利用金額、残高といった「取引に関する情報」、そ
して延滞、債務整理、破産申立といった「取引から
発生する情報」は融資を行った金融機関や貸金業者
の社内データベースに登録されるだけでなく、信用
情報機関に登録されることで消費者信用産業に関わ
る与信業者（金融機関や貸金業者）間で業態別に共
有化されている。一方で年収、家族構成、住居種別
といった与信時に使われる情報はあくまでも与信業
者のデータベースに登録されるにとどまる。こうし
た信用情報の管理手法はKSCやCICでも同様である。

3.2　�銀行カードローンにおける借入者の情報管理
の形態

資金需要者が消費者金融会社やクレジットカー
ド会社を通して与信を受ける際、その情報は貸金債
権として JICC又は CICによって日次でデータベー
スに管理されることとなる。一方、金融機関で扱う
消費者向け銀行カードローンの貸付情報は銀行債権
として月次で KSCに管理され、JICC又は CICに登
録する義務はない。ただし、一部の金融機関は任意

で JICCに加盟し、銀行カードローンに関する貸付
情報を銀行債権として登録しているため、貸金業
者も一部の銀行カードローンに関する与信状況を
JICC経由で直接照会することができる。以下では
銀行カードローンと消費者金融会社ローンの与信に
関わる信用情報機関の機能を理解する上で、代表的
な信用情報機関である JICCの事例を中心に説明す
る。

JICCはデータ更新頻度の差異から日次で情報更

表 1　金融機関及び貸金業者と信用情報機関が保有する信用情報の内容

資料：JICC及び CICによる公開情報を基に著者作成。

登録される情報項目
金融機関及び

貸金業者
信用情報機関

個人を特定する情報

氏 名 ､生 年 月 日 ､住 所 ､

電話番号､勤務先名､本

人 確 認 番 号 (免 許 番 号

など )など

保有 保有 (共有化 )

取引に関する情報

契 約 日 ､利 用 金 額 ､残

高､入金日､入金予定日

など

保有 保有 (共有化 )

取引から発生する情報
延滞､債務整理､破産申

立､保証履行など
保有 保有 (共有化 )

与信時に使われる情報

年収､家族構成､住居種

別 ､学 歴 ､保 険 種 別 ､就

業形態､職種､勤続年数

など

保有
保有せず

(共有化されず)
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新するファイル Dと、月次で情報更新するファイ
ルMと呼ばれる 2種類のデータベースで与信情報
を管理する（表 2）。これらファイルが 2つに業態
別で分離された理由は業界における長年の慣習と法
令により情報更新の頻度が異なるためである。貸金
業界には与信情報を日次で共有する慣習が法改正前
からあった。法改正以前より貸金業者は信用情報機
関で日次管理された他社借入の状況を与信に際して
最も重視してきた。一方、金融機関は有担保・有保
証の事業者向け中長期ローンを供与するためのシス
テムを基盤としているため、情報更新の頻度は月次
となっている。
次に、与信情報がファイル DとファイルMに仕

分けられた後の情報区分について説明する。ファイ
ル DとファイルM上で管理される与信情報は貸付
（原契約）に関する情報である「貸付情報」か、そ

の保証に関する情報である「保証情報」かの 2つに
区分される。つまり資金需要者（借入者）が JICC

に加盟する金融機関から銀行カードローンを借り入
れた場合、この借入者の与信情報は JICCのファイ
ルMにおいて「貸付情報」として登録される。また、
資金需要者（借入者）が貸金業者から消費者金融会
社ローンを借り入れた場合、この借入者の与信情報
は JICCのファイル Dにおいて「貸付情報」として
登録される。
以上を整理すると、貸金債権はファイル Dに登

録された後、その情報は日次で管理される。一方
JICCに加盟する金融機関が契約した銀行債権の貸
付情報は JICCのファイルMに登録され、月次で管
理される。当然、JICCに非加盟の金融機関が契約
した銀行債権の貸付情報は JICCのデータベースに
登録されていない（KSCのみ）。
　

さらに保証情報に関しては、金融機関の保証会
社が貸金業者なら、借入者の与信情報はファイル D

に「保証情報」として登録される。ただし、この場
合でも金融機関は与信情報を月次でしか貸金業者に
提供しないため、保証履行とならない限り、貸金業
者が登録した保証情報の更新頻度はファイル Dに
ありながら月次となる。一方、金融機関の保証会社
が金融機関系保証会社なら、金融機関系保証会社も
金融機関同様に月次でしか情報を管理していないた
め、その与信情報も JICCのファイルMに「保証情
報」として登録後月次で管理される（表 2）。
さらに、ファイル DとMにおいて借入者の情報

は個々に名寄せされた上で管理されているが、貸付
情報と保証情報は関連付けられていない。つまり特
定の銀行カードローンに関する同一の与信情報で
あっても、JICCに登録されている貸付情報と保証

情報は紐づけされていない。このため貸金業者は両
者に登録された契約日や残高などの変数から間接的
に与信状況を類推するしかなく、銀行カードローン
の貸付情報を正確に捕捉することは貸金業者にとっ
ても容易な作業ではない。
こうした点だけでなく実際の保証業務スキーム

は図1よりも複雑である。そこで本稿では、銀行カー
ドローンの情報管理を理解しやすくするために類型
化する。消費者が金融機関と契約する場合、申込先
の金融機関が KSC及び JICCに加盟する金融機関と
契約した場合と、KSCにのみ加盟する金融機関と
契約した場合の 2パターンがあり、前者の契約をパ
ターン A、後者の契約をパターン Bとする。さらに、
金融機関が保証業務を委託する信用保証会社の業態
が貸金業者か、金融機関系保証会社かで当該借入者
の情報管理スキームは異なる。ここで、金融機関が

表 2　JICCのデータベースを構成するファイル分類

資料：JICCへのインタビュー調査を基に著者作成。

ファイルの

分類

情報更新

の頻度

登録する業態
データベース

に基づいた与信精度
貸付情報 :

貸付に関する情報

保証情報 :

保証に関する情報

ファイル D 日次 貸金業者 貸金業者
日次更新のため

高い

ファイル M 月次 金融機関
金融機関系

の保証会社

月次更新のため

低い
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保証業務を委託する信用保証会社が貸金業者である
場合を分類 1、金融機関が保証業務を委託する信用
保証会社が金融機関系保証会社である場合を分類 2
と定義する。
以上を整理すると表 3の通り。金融機関が JICC

に加盟し、その金融機関の保証委託先が貸金業者の
場合をパターン Aの分類１、つまりパターン A1 と

定義する。また保証委託先が銀行系保証会社の場合
をパターン A2 とする。
同様に金融機関が JICCに非加盟で、その金融機

関の保証委託先が貸金業者の場合をパターン Bの
分類１、つまりパターン B1 と定義する。同様に保
証委託先が銀行系保証会社の場合をパターン B2 と
する。

表 3　銀行カードローンにおける借入者の情報管理パターン

資料：著者作成。

金融機関の JICC 加盟状況

加盟 (ﾊﾟﾀｰﾝA) 非加盟 (ﾊﾟﾀｰﾝB)

保証会社の

業態

貸金業者

(分類 1)
パターン A1 パターン B1

銀行系保証会社

(分類 2)
パターン A2 パターン B2

なお、JICCに非加盟の金融機関は存在するが、
消費者向け銀行カードローンの保証を手掛ける金
融機関系保証会社はほぼ全て JICCに加盟している。
このため、先述した通り、貸金業者は銀行カードロー
ンの情報を JICCに加盟する保証情報から間接的に
与信状況を類推することができる。
そこで以下、保証履行（代位弁済）の開始を支払

予定日から 3か月後とし、未入金の状態が 3か月（90
日）未満の状況を「返済遅延」、3か月（90 日）以
降を「延滞」と定義した上で、信用情報機関におけ
る銀行カードローン情報の管理形態を代位弁済の前
後に分けて説明する。

3.3　�信用情報機関における銀行カードローン貸付
情報の管理形態（代位弁済前）

最初にパターン Aを説明すると、資金需要者が
JICCに加盟する金融機関から借り入れた貸付情報
は JICCのファイルMに登録されることで、初回の
貸付情報は貸金業者にも共有される。ただしその情
報はファイルMに登録され、当該借入者の債務行
動は日次で反映されない。このため、たとえパター
ン Aのように金融機関が JICCに加盟していても、
借入者が金融機関への返済を遅延している事実を金
融機関又は JICCに加盟する貸金業者が認識するま
でに最大 30 日を要することとなる。
さらに返済遅延の方法が共有され難い契約形態

がパターン Bである。パターン Bの場合、借入者
が契約した金融機関は JICCに非加盟であり、その
貸付情報は KSCのみで月次管理される。なお、パ
ターン Bの場合、その保証会社が貸金業者（契約
パターン B1）であっても、または金融機関系保証
会社（契約パターン B2）であっても、その保証会
社は JICCに加盟しているため、他の貸金業者は
JICCに登録された保証情報を通して、当該借入者
に関する銀行カードローンの与信情報を間接的に知
ることはできる。
パターン Bにおいて借入者が金融機関への返済

を遅延している情報を KSCの貸付情報を通して月
次ながら金融機関の間では共有されるため、他の金
融機関が返済遅延の事実を認識するまでに最大 30
日を要する。しかしながら、返済遅延に関わる貸付
情報は返済遅延 90 日を超えない限り保証情報に反
映されないため、貸金業者は銀行カードローンの
支払遅延日から最大 90 日を経過して代位弁済とな
らない限り、当該利用者が銀行カードローンで返済
遅延を起こしていた事実を認識することはできない。
つまり、貸金業者は金融機関よりも当該利用者の返
済遅延に関する情報を入手するまでに 60 日近くの
タイムラグを要することとなる。
以上の通り代位弁済前における銀行カードロー

ン借入者による返済遅延に関する情報を貸金業者が
認識するまでの期間はパターン Aにおいて最大 30
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日、パターン Bにおいて最大 90 日を要することと
なる。当該延滞者に関する債権情報の管理手法とし
てパターン A1 と A2 はパターン B1 と B2 に比べ貸
付情報の共有範囲で優っていると言える。しかし何
れにしても、銀行カードローンはこうしたタイムラ
グにより返済遅延を発生させた借入者への対応が遅
れることで、返済困難に陥った借入者に過剰融資を
招く危険性を内包している。

3.4　�信用情報機関における銀行カードローン保証
情報の管理形態（代位弁済後）

次に当該借入者が延滞を発生させ、その債権が保
証履行となった後のケースを考える。先ずパターン
Aにおいて当該借入者が延滞を発生させ、その債権
が保証履行となった場合、この金融機関が契約する
信用保証会社が貸金業者か、金融機関系保証会社か
で当該借入者の情報管理スキームは異なる。
金融機関が貸金業者と信用保証を契約している

場合（パターン A1 と B1）、保証履行後、貸金業者
が借入者（延滞者）から管理回収を行うこととなり、
当該延滞者の保証情報は JICCのファイル Dにて月
次から日次で管理されることとなる。一方で、金融
機関が金融機関系保証会社と信用保証を契約して
いる場合（パターン A2 と B2）、保証履行後、金融
機関系保証会社が借入者（延滞者）の保証情報を
JICCのファイルMにて月次で管理することとなる。
つまり、当該延滞者に関する債権情報の管理手法と
してパターン A1 と B1 はパターン A2 と B2 に比べ
情報更新の頻度で優っていると言える。

3.5　�銀行カードローンが内包する情報管理の問題
点

先ず以下では消費者が金融機関と契約する場合
であるパターン Aとパターン Bについて、借入者
の債権情報が共有される範囲と、借入行動に関する
情報が更新される頻度について、保証履行前と保証
履行後で比較した上で整理する。表 4には代位弁済
前における契約パターン別で整理して貸付情報の実
態を示した。表 4（a）で示される通り、金融機関
が JICCに加盟する場合の契約パターン A1 と A2 で
は、貸付情報の共有先は KSCと JICCの両者となる。

一方、JICCに非加盟である場合のパターン B1 と
B2 では、貸付情報の共有先は KSCのみとなる。た
だし先述した通り、パターン B1 と B2 であっても、
KSCに加盟していない貸金業者は JICCの保証情報
を通して当該借入者が金融機関から融資を受けてい
る事実を間接的に知ることはできる。
なおパターン A1 と A2 において、貸付情報と保

証情報は同一契約であっても関連付けられていない
ため、豊富な経験を有する与信担当者であっても登
録されている貸付情報と保証情報を同定する作業で
ミスが発生する可能性は否定できない。また表4（b）
で示される通り、JICCに加盟する金融機関であっ
ても、金融機関側の情報更新が月次でしか対応して
いないため、全ての契約パターンにおいて情報の更
新頻度は月次とならざるを得ない。
したがって、代位弁済前の正常債権である場合、

銀行カードローン市場における与信精度は情報の更
新頻度が月次である点において全ての契約パターン
で差はない。しかし貸付情報を共有する先の範囲を
比較すると、パターン A1 と A2 が B1 と B2 に比べ、
その貸付情報を貸金業者も直接的に知ることができ
る。したがって、パターンA1とA2で借り入れを行っ
た当該債務者への与信精度レベルはパターン B1 と
B2 と比べ業界全体で相対的に高いと言える。
続いて表 5 には代位弁済後における契約パター

ン別で整理して保証情報の実態を示した。表 5（a）
で示される通り、代位弁済後は金融機関が JICCに
非加盟であるパターン B1 と B2 でも保証会社が
JICCに加盟しているので、全ての貸金業者は銀行
カードローンの保証情報を JICC経由で直接、照会
が可能となる。
ただし表 5（b）で示される通り、代位弁済後の

保証情報の更新頻度は契約のパターンで異なる。保
証先の業態が貸金業者の場合、つまり契約のパター
ンA1とB1において、保証情報は JICCのデータベー
スにおけるファイル Dにて日次で情報更新される
こととなる。しかしながら、銀行系保証会社の場合、
保証情報はファイルMで管理されるため、パター
ン A2 と B2 においては情報更新の頻度は月次のま
まである。したがって、この状況において消費者信
用市場における与信精度は相対的にパターン A1 と
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B1 がパターン A2 と B2 に比べ高いと言える。
以上、表 4と表 5を総括すると、代位弁済前にお

いて銀行カードローンの与信精度レベルは情報の更
新頻度が月次である点において全ての契約パターン
で差はないものの、貸付情報を貸金業者も直接的に
知ることができる。このため、パターン A1 と A2
の契約における与信精度は B1 と B2 に比べ相対的
に高いと言える。
また代位弁済後、金融機関が JICCに非加盟であ

るパターン B1 と B2 でも保証会社が JICCに加盟し
ているので、全ての貸金業者は銀行カードローン
の保証情報を JICC経由で直接、照会が可能となる。
このように保証情報の共有範囲は契約パターンでの
差異がなくなるものの、保証先の業態により情報更
新の頻度は異なったままである。このため、与信
精度レベルは相対的に契約パターン A1 と B1 が A2
と B2 に比べ高いと言える。
このように銀行カードローンの情報管理は複雑

多岐であり、前近代的と言わざるを得ない。一方で
消費者が貸金業者と直接契約した場合をパターン C

とすると、貸金業者と契約した借入者の貸付情報は
日次で管理され、貸金業者や JICCに加盟する金融
機関はファイル Dを通して当該借入者の貸付情報
を日次で照会できる。仮に当該借入者が何らかの事
情で返済困難に陥り貸金業者への支払期日に入金で
きなかった場合、返済遅延の情報は延滞に至らなく
とも日次で貸金業者や JICCに加盟する金融機関に
共有されることとなり過剰融資は早い段階で防止さ
れる。また貸金債権の場合は通常、信用保証を取ら
ないため、パターン Cは情報管理の面でも最もシ
ンプルと言える。
これら A～ Cの契約パターンに基づいて借入者

の与信情報の扱いを整理すると表 6の通り。表 6に
示される通り、皮肉にも債権情報の管理システムは
金融機関よりも貸金業界の方が単純で消費者利益に
適っている点が理解できる。

（a）貸付情報の共有先

（a）保証情報の共有先

（b）貸付情報の更新頻度

（b）保証情報の更新頻度

4 考察

上記の通り、消費者ローン市場において貸金業者
が最も競争力を有する源泉は与信精度の高さであり、

その基盤となっているのが日次で与信情報を管理す
る信用情報システム機関の存在にある。一方、元来、
有担保・有保証の事業者向け中長期ローンを提供す
ることを目的に構築された金融機関の情報システム

表 4　契約パターン別で整理した貸付情報の実態（代位弁済前）

表 5　契約パターン別で整理した保証情報の実態（代位弁済前後）

資料：著者作成。

資料：著者作成。

JICC 加盟状況

加盟
(ﾊﾟﾀｰﾝA)

非加盟
(ﾊﾟﾀｰﾝB)

保証先

の業態

貸金業者

(分類 1)

KSC+JICC

(ﾊﾟﾀｰﾝ

A1)

KSC

(ﾊﾟﾀｰﾝ

B1)

銀行系保

証会社

(分類 2)

KSC+JICC

(ﾊﾟﾀｰﾝ

A2)

KSC

(ﾊﾟﾀｰﾝ

B2)

JICC 加盟状況

加盟
(ﾊﾟﾀｰﾝA)

非加盟
(ﾊﾟﾀｰﾝB)

保証先の

業態

貸金業者

(分類 1)

月次

(ﾊﾟﾀｰﾝ

A1)

月次

(ﾊﾟﾀｰﾝ

B1)

銀行系保

証会社

(分類 2)

月次

(ﾊﾟﾀｰﾝ

A2)

月次

(ﾊﾟﾀｰﾝ

B2)

JICC 加盟状況

加盟
(ﾊﾟﾀｰﾝA)

非加盟
(ﾊﾟﾀｰﾝB)

保証先

の業態

貸金業者

(分類 1)

JICC

(ﾊﾟﾀｰﾝ

A1)

JICC

(ﾊﾟﾀｰﾝ

B1)

銀行系保

証会社

(分類 2)

JICC

(ﾊﾟﾀｰﾝ

A2)

JICC

(ﾊﾟﾀｰﾝ

B2)

JICC 加盟状況

加盟
(ﾊﾟﾀｰﾝA)

非加盟
(ﾊﾟﾀｰﾝB)

保証先

の業態

貸金業者

(分類 1)

日次
ﾌｧｲﾙD

(ﾊﾟﾀｰﾝA1)

日次
ﾌｧｲﾙD

(ﾊﾟﾀｰﾝB1)

銀行系保

証会社

(分類 2)

月次
ﾌｧｲﾙM

(ﾊﾟﾀｰﾝA2)

月次

ﾌｧｲﾙM

(ﾊﾟﾀｰﾝB2)
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は不規則な債務行動を頻繁に行う消費者金融の情報
捕捉には適していない。つまり、銀行カードローン
が普及する中で資金需要者は金融機関の未整備な信
用情報の管理体制下で過剰融資を招きかねないリス
クに晒されていると言える。
さらに調査を進めると、パターン Bに分類され

るメガバンク系の保証会社には JICCに加盟するも
のの、保証情報を JICCに登録しない事例も存在す
ることが分かった。この場合、JICCにのみ加盟す
る貸金業者は銀行カードローンの利用状況を JICC

の保証情報を通しても知ることができず、当該借入
者が申し込みに来た際には「銀行カードローンの残
高はない」と判断して過剰に融資してしまう危険性
もある。事実、中小貸金業者の多くは JICCにしか
加盟しないため、このメガバンクから借り入れた事
例において当該借入者が返済遅延を起こしても、返
済困難に陥っている当該借入者（延滞者）に対して、
銀行カードローンの借入残高をゼロと認識した上で、
最大 90 日間に渡り融資する可能性もある。なお上
記の事態は現実に発生している筈で、消費者金融に
おける審査スキームを歪める格好でその市場を膨張
させる要因となっている。こうした制度上の不備は

貸金業法の完全施行時から予見できた。個人信用情
報に関する情報センターが業態ごとに分かれ、か
つ貸金業法の所管に置かれる情報センターとして
JICCと CICという２機関が存在している点にも疑
問が残る。
そもそも貸金債権を総量規制の対象として、銀

行債権を対象外とした金融庁による説明には科学的
根拠が脆弱であり、資金需要者の立場に立った本質
的な問題解決のための制度設計を先送りした感は
拭い去れない。貸金業法は 2006 年 12 月に国会にて
全会一致で可決されたが、当時、野党であった民主
党は上限金利の引下げには賛成したものの、政府に
よる総量規制に関して明確な反対意見を主張してい
た。貸金業法が政府法案として国会に上程される前
の 2006 年 11 月 7 日に民主党財務金融部門会議（ネ
クスト金融大臣：峰崎直樹）は量的規制の考え方と
して「借り手により、収入だけでなく財産の状況は、
それぞれ異なる。単純な収入金額による一律の量的
規制ではなく、個々人の状況に応じた量的規制が重
要」と政府案で盛り込まれていた総量規制を批判し
ていた 。こうした立法過程を仔細に追ってみても、
総量規制の制度設計には無理があり、銀行カード

表 6　契約パターン別で整理した全国銀行個人信用情報センター（KSC）及び日本信用情報機構（JICC）に
登録される借入者の債務情報

注意※：  保証履行された時点で追加借入が不可能となるため、借入者が延滞を解消するケースを除き、情報管理の日次と月次との
差は実務上重要ではない｡

資料：JICCへのインタビュー調査を基に著者作成。
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ローン市場が拡大することによる様々な問題の露呈
は必然であったとも考えられる。現在、金融庁は金
融機関側の自主規制に銀行カードローン問題の解決
を図ろうとしているが、資金需要者の利益を優先し
た考えの下で総量規制のあり方を含めて貸金業法の
見直しを抜本的に検討すべきだ。

【注】
1. 多重債務者の明確な定義はなかった。当時、

日弁連、金融庁、そして警察庁において多
重債務に関する定義も異なっていた。金融庁
で公開された懇談会資料を精査しても「多重
債務者」について明確な定義を見出すことが
できない。また貸金業法を上程した当時の山
本有二・金融担当大臣は事後のインタビュー
にて「貸金業者からの複数または多額な借金
により、生活に支障が生じた借り手と認識し
ている。日本にはこのような借り手の層がど
の程度存在するのか統計が十分ではないた
め、正確な人数の把握は困難」と多重債務者
の定義が困難であることを認めている（山本
有二「多重債務問題の根本的解決策は、カウ
ンセリング主体の社会構造」『CREDIT AGE』、
2008 年 4 月号）。

2. 第 165 回 参議院・財政金融委員会　第 9 号
（2006 年 12 月 12 日）における民主党の平野
達男・議員からの質問への答弁。

3. 詳細は内閣府規制改革会議ホームページ
を 参 照 (http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/

minutes/2008.html#tf)。
4. 例えば、｢貸金業 短期資金で必要性｣ 日本経

済新聞（2010 年 2 月 19 日）。
5. 例えば、「Bizスポ ～未来会議『改正貸金業法』

～」NHK総合テレビジョン（2010 年 6 月 18
日）など。

6. ｢顕彰制度で 55 機関選定 消費者ローンも初
表彰｣ ニッキン（2011 年 4 月 22 日）。

7. メガバンク 3行の残高推計において、みずほ
銀行は銀行カードローンの保証をオリコに、
三菱東京 UFJ銀行はアコムに、そして三井

住友銀行は SMBCコンシュマーファイナン
スに委託している前提で、これら保証会社が
公開する資料のデータから積算して、その合
計を集計した。一方、消費者金融専業大手 3
社の残高はアコム、SMBCコンシュマーファ
イナンス、そしてアイフルが公開する資料の
データから積算して、その合計を集計した。

8. 民主党財務金融部門会議「民主党貸金業制度
改革案 ～多重債務の解決に向けて～」(2006
年 11 月 7 日 )より引用。
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